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国際女性デーと女性活躍推進法 

 

■国際女性デー 

３月８日は「国際女性デー」であった。

1904年、米国で女性労働者が参政権を要

求してデモを起こしたことを契機に定めら

れた記念日である。後に国連がこの日を「国

際婦人デー」と定め（1975 年）、現在様々

なイベントが行われ「女性の十全かつ平等

な社会参加の環境を整備する」ことを啓蒙

している。 

日本には「国連女性機関（略称：UN 

Women）日本事務所」が置かれ、ジェンダ

ー平等の達成をめざし、日本の女性と女児

が真に恩恵を受けるための法律、政策、プ

ログラム、サービスなどの企画立案を政府

や市民社会と協力して行っている。 

この国際女性デーを前に、各国の議員交

流を推進する「列国議会同盟（略称：IPU）」

（本部スイス）が、参加国の国会議員に占

める女性議員の割合を公表し（定期的に調

査公表している）、NHK などでも報道され

た。それによると、193 か国のうち日本は

10.2％で、前の年より順位を 7 つ下げ

165 位。先進７か国（G7）ではフランス

が 39.7％で 16位、イタリアが 35.7％で

30位、アメリカが 23.5％で 78 位などと

なっていて、100位台は日本だけであった

とのことである。ちなみに 1位はアフリカ

のルワンダで 61.3％だった。ルワンダでは

過半数が女性議員だということだ。 

女性議員の割合が全てではないが、やは

り女性活躍のバロメーターと見ることはで

きるだろう。 

 

■女性活躍推進法 

わが国では、平成 27 年 8 月 28 日、女

性の職業生活における活躍の推進に関する

 

会員の皆様、こんにちは。 
 

 ３月は卒業のシーズン、もうすぐ社会へと巣立っていくということでもあります。

国では、男女雇用機会均等法（1985 年）から始まって、男女共同参画社会基本法

（1999年）、女性活躍推進法（2015年）と、女性の社会進出と活躍を後押しして

います。それは国民が生き生きとその能力を発揮できる「一億総活躍社会」の実現に

資するものです。本日は、女性活躍への取り組みの一端をご紹介します。 
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法律（女性活躍推進法）が成立した。 

これにより、女性の活躍推進に向けた数

値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表

や、女性の職業選択に資する情報の公表が

事業主に義務付けられたのである（300

人以下の民間企業等にあっては努力義務）。 

もちろん義務を課すだけでなく、女性活

躍を後押しする制度も併せて実施されて

いて、その一つが、厚労省の「女性の活躍

推進企業データベース サイト」である。 

現在、データ公表企業数 10,481 社、

行動計画公表企業数 12,803 社。サイト

には、企業向けのタブと、学生・求職者向

けのタブがあって、企業向けのタブでは、

企業が自社の女性活躍について新規登録・

更新手続き・他社データの閲覧をすること

ができる。 

 

■就職者にこそ有用 

このデータベースの重要な役割は、学

生・求職者に活用してもらうことである。 

特に学生など求職に慣れていない人たち

に向け、厚労省は「データを見るときのポイ

ント！」という項目を設けている。それを見

ると、女性活躍を推進するため各省庁が認定

したり表彰したりする制度が一覧できて興

味深い。 

・「えるぼし認定」厚労省 

・「くるみん認定」厚労省 

・「均等・両立推進企業表彰」厚労省 

・「なでしこ銘柄」経産省 

など国の力の入れようもわかって一読に値

する。学生や求職者には男女問わずこのサイ

トを有効活用していただきたい。職場がチー

ムである以上、女性が働きやすいということ

は、男性にとっても働きやすいはずだからだ。 
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